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家庭から出されたごみの持去り禁止に関するとりまとめ 

 

平成２２年８月 

京都市廃棄物減量等推進審議会 

１ 検討趣旨 

 

  近 年 の ア ル ミ 缶 や 鉄 く ず 価 格 の 高 騰 に 伴 い ， ご み 集 積 所 に 分 別 排 出 さ れ

た 資 源 物 の 持 去 り 行 為 が 以 前 と 比 較 し て 目 立 っ て き て い る 。 ま た ， 大 型 ご

み の 持 去 り も 依 然 と し て 発 生 し て い る 。  

持 去 り 行 為 に 対 し て は ， 目 撃 情 報 や 市 に 取 締 り を 求 め る 声 ， 市 に 手 数 料

を 支 払 っ て ま で 分 別 排 出 す る 意 味 が な い と い っ た 声 が ， 市 民 の 方 々 か ら 寄

せ ら れ て い る 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え ， 本 審 議 会 で は ， 持 去 り を 禁 止 す る 必 要 性 及 び 目

的 ， 持 去 り を 禁 止 す る に 当 た っ て 留 意 す べ き 点 を 中 心 に 検 討 を 行 っ た 。  

 

 

２ 現状 

 

（１）市民の意見    

京 都 市 が 実 施 し た パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト で は ， １ ７ ６ 名 か ら ２ ７ ３ 件 の

意 見 が 寄 せ ら れ た （ 参 考 資 料 １ 参 照 ） 。  

そ の う ち ， 条 例 で 持 去 り を 禁 止 す る こ と に つ い て ， 賛 成 ７ ８ 名 ， 反 対

６ ８ 名 ， ど ち ら と も い え な い ３ ０ 名 と な っ て い る 。  

賛 成 の 立 場 か ら の 主 な 意 見 は ， 「 持 去 り 防 止 の た め に は ， 罰 則 等 の 実

効 性 の 確 保 が 必 要 」 が １ ９ 件 ， 「 抜 取 り を す る 際 の 騒 音 が 迷 惑 」 が １ ４

件 ， 「 持 去 り 防 止 の た め に は 効 果 的 な 周 知 ・ 啓 発 や パ ト ロ ー ル が 必 要 で

あ る 」 が ９ 件 ， 「 指 定 袋 や 手 数 料 券 を 購 入 し て 排 出 し て い る 以 上 ， 市 が

収 集 す べ き で あ る 」 が ７ 件 ， 「 生 活 困 窮 者 の 方 に 何 か 配 慮 を す べ き 」 が

６ 件 ， 「 ア ル ミ 缶 等 の 持 去 り に よ り ， 市 の 財 源 が 丌 足 す る こ と は 困 る 」

が ６ 件 ，「 持 去 り に よ り 集 積 所 に ご み が 散 乱 し て い る の は 問 題 」が ５ 件 ，

「 他 人 に ご み を 持 っ て い か れ る の が 丌 快 」 が ５ 件 と な っ て い る 。  

一 方 ， 反 対 の 立 場 か ら の 主 な 意 見 は ， 「 生 活 困 窮 者 の 方 に 何 か 配 慮 す

べ き 」 が ４ ８ 件 ，「 結 果 的 に リ サ イ ク ル さ れ て い る の で あ れ ば 問 題 な い 」

が １ ７ 件 ， 「 ト ラ ッ ク で ご み 袋 ご と 持 去 る こ と だ け を 禁 止 す べ き 」 が ９

件 ， 「 持 去 り が 生 じ て い る 背 景 や 状 況 を 調 べ ， 対 策 方 法 を じ っ く り 検 討

す べ き 」 が ８ 件 ， 「 今 回 の 規 制 を 含 め ， ご み 処 理 対 策 に 税 金 を か け す ぎ

ず ， 有 効 な 使 い 道 を 考 え る べ き 」 が ５ 件 と な っ て い る 。  
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最 後 に ， 賛 成 ・ 反 対 の ど ち ら で も な い 立 場 か ら の 主 な 意 見 は ， 「 生 活

困 窮 者 の 方 に 何 か 配 慮 す べ き 」 が １ ０ 件 ， 「 ト ラ ッ ク で ご み 袋 ご と 持 ち

去 る こ と だ け を 禁 止 す べ き 」 が ５ 件 と な っ て い る 。  

  ※  ５ 件 以 上 の 意 見 を 記 載 し た 。  

 

（２）缶・びん・ペットボトルの持去りの状況 

   市 民 か ら の 通 報 や 職 員 に よ る 目 撃 情 報 に よ っ て ， 市 内 の 広 範 囲 に わ た

っ て 持 去 り 行 為 が 確 認 さ れ て い る （ 参 考 資 料 ２ 参 照 ） 。 中 に は ， ア ル ミ

缶 を 抜 き 取 っ た 後 の ， ス チ ー ル 缶 及 び ペ ッ ト ボ ト ル だ け が 多 量 に 置 か れ

て い る 定 点 も 確 認 さ れ て い る 。 ま た ， 持 ち 去 っ た 資 源 物 を 中 継 し て い る

現 場 （ 河 川 敷 や 歩 道 ） の 情 報 も 寄 せ ら れ て い る 。  

 

（３）大型ごみの持去りの状況 

   大 型 ご み 収 集 受 付 件 数 の う ち ，約 ３ ％（ 直 近 三 カ 月 で 1,430 件 ）が 持

ち 去 ら れ ， 京 都 市 が 収 集 で き て い な い 状 況 で あ り ， 電 化 製 品 ， 家 具 類 が

主 な 持 去 り 対 象 と な っ て い る （ 参 考 資 料 ３ 参 照 ） 。  

 

 

３ 持去りを禁止する必要性（目的） 

 

  持 去 り 行 為 の 現 状 及 び パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 等 の 市 民 の 声 を 踏 ま え ， 以 下

の 三 つ の 観 点 か ら 持 去 り を 禁 止 す る こ と が 必 要 と 考 え ら れ る 。  

 

（１）ごみの分別・リサイクルの後退の防止 

   「 缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト ル 」 か ら の ア ル ミ 缶 等 の 有 価 物 の 持 去 り は ，

有 料 指 定 袋 で 排 出 し て い る 市 民 の 分 別 へ の 協 力 意 識 の 低 下 を も た ら す 恐

れ が あ る 。 こ の こ と は ， 「 大 型 ご み 」 を 分 別 排 出 し て い る 市 民 に つ い て

も 同 様 で あ る 。  

ま た ， 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 法 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り ， 国 民 （ 市 民 ）

は ， 「 循 環 資 源 の 適 正 な 循 環 的 な 利 用 の 促 進 に 努 め る と と も に ， そ の 適

正 な 処 分 に 関 し 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 施 策 に 協 力 す る 責 務 」 を 有 し て い

る 。 こ の 規 定 に 基 づ き ， 分 別 の 責 務 を 遂 行 し ， 市 に 協 力 し よ う と す る 市

民 の 努 力 が 無 に 帰 す こ と か ら も ， 持 去 り 行 為 を 禁 止 す る こ と が 必 要 で あ

る 。  

 

（２）集積所の清潔の確保 

   「 缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト ル 」 を 袋 ご と 持 ち 去 っ た 後 ， ア ル ミ 缶 な ど の

価 値 の 高 い も の 以 外 の ご み を ， 収 集 日 に 関 係 な く 集 積 所 に 戻 す 事 例 が 発

生 し て い る こ と か ら ，集 積 所 の 清 潔 の 確 保 の 観 点 で も 対 策 が 必 要 で あ る 。 
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（３）市による適正処理の確保 

   家 庭 か ら 出 さ れ た ご み に つ い て は ，京 都 市 に 適 正 処 理 の 責 任 が あ る が ，

特 に 「 大 型 ご み 」 に つ い て は 収 集 受 付 件 数 の う ち 約 ３ ％ が 持 ち 去 ら れ て

い る 。 こ う し た ご み は 再 使 用 さ れ る だ け で な く ， 電 化 製 品 等 は 売 却 目 的

で 部 品 取 り さ れ る な ど で 有 効 利 用 が な さ れ て い る と 推 定 さ れ る 。一 方 で ，

再 使 用 や 売 却 で き な い も の の 丌 法 投 棄 や ， 丌 適 正 な 処 理 が 行 わ れ て い る

可 能 性 が あ る こ と か ら ， 「 大 型 ご み 」 の 適 正 処 理 を 確 保 す る 観 点 で も 対

策 が 必 要 で あ る 。  

 

以 上 の 三 つ の 観 点 を 総 合 し て ，廃 棄 物 関 連 の 法 体 系 （ 環 境 基 本 法 を 除 く ）

の 最 も 上 位 に 位 置 す る 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 法 第 １ ０ 条 に お い て ， 「 地

方 公 共 団 体 」の 責 務 と し て 規 定 さ れ て い る ，「 循 環 型 社 会 の 構 築 に 向 け た ，

循 環 資 源 の 適 正 な 循 環 的 な 利 用 及 び 処 分 の 確 保 」 を ， 京 都 市 が 持 去 り 禁 止

を 実 施 す る 目 的 と し て 掲 げ る べ き で あ る 。  

 

 

４ 持去りを禁止するために必要な措置 

 

  現 在 の 法 令 の 体 系 で は ， 集 積 所 に 排 出 さ れ た ご み は ， 無 主 物 （ 誰 の 持 ち

物 で も な い ） と み な さ れ る こ と か ら ， 京 都 市 に お い て は ， 迷 惑 行 為 等 を 現

認 し た 場 合 に 啓 発 を 行 う こ と し か で き な い 。  

  持 去 り を 禁 止 す る た め に は ， 尐 な く と も ， ご み 集 積 所 に 出 さ れ た ご み に

つ い て ， 京 都 市 （ 市 の 委 託 を 受 け た 者 を 含 む ） 以 外 の 収 集 ・ 運 搬 行 為 を 禁

止 す る 規 定 を ， 「 京 都 市 廃 棄 物 の 減 量 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例 」 に 設

け る 必 要 が あ る 。 ま た ， こ う し た 行 為 を 指 導 す る た め の 規 定 も 必 要 と な る

が ， 具 体 的 な 規 定 整 備 に つ い て は ， 関 係 法 令 と の 齟 齬 が な い よ う ， 京 都 市

に お い て 慎 重 に 検 討 さ れ た い 。  

  な お ， 規 定 の 整 備 に 当 た っ て は ， 現 時 点 で は ， 罰 則 規 定 は 設 け ず に ， ま

ず は パ ト ロ ー ル や 指 導 を 徹 底 し ， 悪 質 な も の に つ い て は ， 警 察 と の 連 携 も

含 め て 検 討 す る な ど の 対 応 を 願 い た い 。  

 

 

５ 持去りを禁止するに当たって留意すべき点 

 

（１）対象とする収集区分の選定 

   現 時 点 で は ， ３ 項 で 述 べ た 必 要 性 を 踏 ま え ， 「 缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト

ル 」 及 び 「 大 型 ご み 」 以 外 の 収 集 区 分 （ 「 燃 や す ご み 」 ， 「 プ ラ ス チ ッ

ク 製 容 器 包 装 」 ， 「 小 型 金 属 」 ） は ， 持 去 り 禁 止 の 対 象 と す る 必 要 は な

い 。  
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（２）パトロールの実施等による指導の強化 

   持 去 り を 無 く す た め に は ， 条 例 の 規 定 整 備 だ け で な く ， 啓 発 ポ ス タ ー

や 看 板 の 設 置 と と も に ， 通 報 が あ っ た 地 域 を 中 心 と し た パ ト ロ ー ル の 実

施 や 現 地 で の 指 導 の 強 化 が 重 要 で あ る こ と か ら ， 必 要 な 体 制 の 整 備 を す

べ き で あ る 。  

な お ， 市 民 の 方 々 が 持 去 り 現 場 を 目 撃 さ れ ， 自 主 的 に 指 導 を 行 わ れ る

こ と が 考 え ら れ る が ， 現 場 で の ト ラ ブ ル も 想 定 さ れ る こ と か ら ， 行 政 へ

の 情 報 提 供 を 行 っ て い た だ く よ う ， 周 知 す べ き で あ る 。  

 

（３）持去り行為の予防策 

 

  ア 夜間排出に対する指導・啓発の強化 

    収 集 日 の 前 夜 か ら ご み を 排 出 す る と ， 夜 間 に 持 去 り 行 為 が 発 生 し ，

騒 音 等 の 原 因 に も な る こ と か ら ， 市 民 の 方 々 に 対 し ， 夜 間 排 出 を し な

い よ う ， 指 導 ・ 啓 発 を 強 化 す べ き で あ る 。  

 

  イ 民間等の自主回収の促進 

    本 来 ， 民 間 等 の 自 主 回 収 を 促 進 す る こ と が 重 要 で あ る こ と か ら ， 京

都 の ま ち の 強 み で あ る ， 学 区 単 位 の 活 動 ， 自 治 会 ， 町 内 会 な ど の 地 域

力 を 生 か し た コ ミ ュ ニ テ ィ 回 収 等 の 促 進 を 図 る べ き で あ る 。  

 

  ウ 地域力を活用した取組の推進 

    地 域 ご み 減 量 推 進 会 議 等 の 地 域 団 体 と 連 携 し ， 持 去 り 禁 止 制 度 の 内

容 や 問 合 せ 先 等 の 情 報 を 市 民 の 方 々 に 周 知 し ， 地 域 ぐ る み で 持 去 り を

予 防 す る 取 組 を 進 め て い く べ き で あ る 。  

 

（４）持去りにより生計を立てている方について 

   ホ ー ム レ ス の 方 々 等 の 生 活 困 窮 者 の 自 立 支 援 と ， 市 民 が 有 料 指 定 袋 で

排 出 さ れ た 資 源 物 等 の 持 去 り 行 為 は 別 で 考 え る 必 要 が あ る が ， 自 立 支 援

に 向 け た 啓 発 等 ， 関 連 部 局 と 十 分 に 連 携 さ れ た い 。  

 

 

６ その他 

 

  今 回 ， 持 去 り 禁 止 の 検 討 を 行 う 中 で ， 大 型 ご み の 有 効 利 用 に つ い て 議 論

が な さ れ た 。 持 去 り を 禁 止 し ， 市 で 責 任 を 持 っ て 回 収 す る こ と は 重 要 で は

あ る が ，従 来 型 の 適 正 処 理 中 心 の 手 法 で は な く ，こ の 機 会 に ，リ デ ュ ー ス ，

リ ユ ー ス ， リ サ イ ク ル の ３ R の 取 組 の よ り 一 層 の 推 進 を 検 討 願 い た い 。  
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資料－１ 京都市におけるパブリックコメント結果の概要  

 

平成 22 年 7 月 12 日（月）～8 月 11 日（水）までの 1 ヶ月間，家庭から出された「缶・

びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを条例により禁止することについて，市

民の皆様の御意見を募集したところ，176 名から 273 件の御意見をいただいた。 

 

◎ 条例で持去りを禁止することの賛否 

区 分 人 数 

賛  成 78 名（44％） 

反  対 68 名（39％） 

どちらともいえない 30 名（17％） 

計 176 名      

 

◎ 男女比 

区 分 人 数 

男  性 109 名（62％） 

女  性 66 名（38％） 

無回答 1 名（  0％） 

計 176 名      

 

◎ 年齢構成 

区 分 人 数 

10 代 9 名（  5％） 

20 代 23 名（13％） 

30 代 53 名（30％） 

40 代 41 名（23％） 

50 代 16 名（  9％） 

60 代以上 30 名（17％） 

無回答 4 名（  3％） 

計 176 名      

 

◎ 区分 

区 分 人 数 

京都市内在住 126 名（72％） 

京都市在勤 15 名（  8％） 

それ以外 32 名（18％） 

無回答 3 名（  2％） 

計 176 名      
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◎ 市民からいただいた御意見 

 

・ 賛成の立場からの意見            ：１０６件（７８名） 

・ 反対の立場からの意見            ：１１８件（６８名） 

・ 賛成・反対どちらともいえない立場からの意見 ： ４９件（３０名） 

                     合計 ：２７３件（１７６名） 

 

【賛成の立場からの意見】 

№ 意 見 内 容 件数 

１ 
持去りの防止のためには，罰則等の実効性の確保が必

要ではないか。 
19 

２ 抜取りをする際の騒音が迷惑である。 14 

３ 
持ち去り防止のためには効果的な周知・啓発やパトロ

ールが必要である。 
9 

４ 
条例の改正に賛成する（用紙に「賛成」とだけ書いて

あった件数）。 
9 

５ 
指定袋や手数料券を購入して排出している以上，市が

収集すべきである。 
7 

６ 

空き缶収集を生活の糧としているホームレスをはじ

めとする生活困窮者の方はどうなるのか。何らかの配慮

をするべきである。 

6 

７ 
アルミ缶等の持去りにより，売却収入が減り，市の財

源が丌足することは困る。 
6 

8 
持去りにより集積所にごみが散乱しているのは問題

である。 
5 

９ 他人にごみを持っていかれるのが丌快。 5 

１０ 
空き缶収集を生活の糧としているとしても，勝手に持

去って良いものではない。 
4 

１２ 
家庭ごみやコミュニティ回収も含めて禁止してほし

い。 
3 

１３ トラックでごみ袋ごと持去ることを禁止すべき。 2 

１４ 
持去り対策として，集積所にコンテナ等を置いてごみを入れ

てもらったり，回収の迅速化等を工夫すべき。 
2 
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№ 意 見 内 容 件数 

１５ 
空き缶を買い取っている業者に対し，何らかの対応を

取るべき。 
2 

１６ 
持去りを放置すると，リサイクルの仕組みや意識が保

てなくなる。 
2 

１７ 持去り行為は子供に対し悪影響を不える。 2 

１８ 
コミュニティ回収等による地域の取り組みを推進す

べきである。 
1 

１９ そもそも持去りが起こらない社会にしてもらいたい。 1 

２０ 持去ったごみが丌法投棄される可能性がある。 1 

２１ 
自転車に空き缶を載せて走行しているのは危険であ

る。 
1 

２２ 持去り行為が発生するのは都市の品格が疑われる。 1 

２３ その他の意見 4 

計 106 
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【反対の立場からの意見】 

№ 意 見 内 容 件数 

１ 

空き缶収集を生活の糧としているホームレスをはじ

めとする生活困窮者の方はどうなるのか。何らかの配慮

をするべきである。 

48 

２ 
持去りにより結果的にリサイクルされているのであ

れば，問題は無いのではないのか 
17 

３ トラックでごみ袋ごと持去ることを禁止すべき。 9 

４ 
持去りが生じている背景や状況を調べ，対策方法をじ

っくり検討すべき。 
8 

５ 
今回の規制を含め，ごみ処理対策に税金をかけすぎ

ず，有効な使い道を考えるべき。 
5 

６ 
持去りの防止のためには，罰則等の実効性の確保が必

要ではないか。 
3 

７ 
コミュニティ回収等による地域の取り組みを推進す

べきである。 
3 

８ 
持去りにより集積所にごみが散乱しているのは問題

である。 
2 

９ そもそも持去りが起こらない社会にしてもらいたい。 2 

１０ 持去ったごみが丌法投棄される可能性がある。 2 

１１ 抜取りをする際の騒音が迷惑である。 1 

１２ 
アルミ缶の持去りを禁止しないことが，生活保護費の

節約につながる。 
1 

１３ 
条例の改正に反対する（用紙に「反対」とだけ書いて

あった件数）。 
1 

１４ 
ホームレスの方に対し，迷惑感情を抱くのは偏見的な

見方である。 
1 

１５ 
持去りをする人は集積所を散らかしておらず，問題は

生じていない。 
1 

１６ 持去り禁止の必要性に関する説明がない。 1 

１７ その他の意見 13 

計 118 
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【賛成・反対どちらともいえない立場からの意見】 

№ 意 見 内 容 件数 

1 

空き缶収集を生活の糧としているホームレスをはじ

めとする生活困窮者の方はどうなるのか。何らかの配慮

をするべきである。 

10 

２ トラックでごみ袋ごと持去ることを禁止すべき。 5 

3 
持去りにより結果的にリサイクルされているのであ

れば，問題は無いのではないのか 
3 

４ 
持去りが生じている背景や状況を調べ，対策方法をじ

っくり検討すべき。 
3 

５ 
持去りにより集積所にごみが散乱しているのは問題

である。 
3 

６ 
持去り対策として，集積所にコンテナ等を置いてごみを入れ

てもらったり，回収の迅速化等を工夫すべき。 
2 

７ 
大型ごみは市が再生して市民に安く売ったり，「いつ

でもフリーマ」を積極的に広報するなどすべき。 
2 

８ 
持去りの防止のためには，罰則等の実効性の確保が必

要ではないか。 
1 

９ 
持ち去り防止のためには効果的な周知・啓発やパトロ

ールが必要である。 
1 

１０ 
指定袋や手数料券を購入して排出している以上，市が

収集すべきである。 
1 

１１ 他人にごみを持っていかれるのが丌快。 1 

１２ 
コミュニティ回収等による地域の取り組みを推進す

べきである。 
1 

１３ そもそも持去りが起こらない社会にしてもらいたい。 1 

１４ 
空き缶を買い取っている業者に対し，何らかの対応を

取るべき。 
1 

１５ 
自転車に空き缶を載せて走行しているのは危険であ

る。 
1 
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№ 意 見 内 容 件数 

１６ 持去り行為が発生するのは都市の品格が疑われる。 1 

１７ 
アルミ缶の持去りを禁止しないことが，生活保護費の

節約につながる。 
1 

１８ 
市民一人ひとりがごみの出し方のルールを守るよう

にすべき。 
1 

１９ 「缶・びん・ペットボトル」のみ持去り禁止を賛成 1 

２０ 「大型ごみ」のみ持去り禁止を賛成 1 

２１ その他の意見 8 

計 49 
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資料－２ 持去り行為について市民からの通報や職員がよく目撃する地域等 

 

区 持去りがよく発生する地域等 

北 西賀茂橋西詰に空き缶が積まれている。 

上京 

以下①～③に空き缶が積まれている。 

①新烏丸通上切通し角（新烏丸頭町周辺） 

②中長者町通小川西入南側（中橋詰町周辺） 

③天神通下立売下る（突抜町周辺） 

左京 
北大路川端南東（高野西開町児童公園）と京都大学熊野寮周辺にアルミ缶を抜取っ

た後のスチール缶・ペットボトルが積まれている。 

中京 

以下①～④で持去りが発生している。 

①四条御前南東（壬生森町周辺） 

②西洞院四条上る（蟷螂山町周辺） 

③千本姉小路東入る（西ノ京勧学院町周辺） 

④西大路太子道南東（西ノ京笠殿町周辺） 

東山 

以下①～④で持去りが発生している。 

①稲荷山北西部（本町通周辺（深草～本町１５丁目間）） 

②第一日赤周辺（東大路通西側周辺（第一日赤前～今熊野間）） 

③五条大橋北東（西川原町周辺（宮川町通及び柿町通周辺）） 

④五条大橋南東（上新シ町渋谷通東西周辺（渋谷通東大路～本町通間）） 

山科 
地下鉄東西線小野駅南（勧修寺閑林寺町の北端・天田川の外環状線交差から東側の

河川敷）に空き缶が積まれている。 

下京 

以下①～③で持去りが発生している。 

①崇仁学区内 

②菊浜学区内 

③京都駅周辺 

南 

以下①～⑤で持去りが発生している。 

①京都駅八条口南（八条通一筋下る室町通～新町通間） 

②葛野大路九条南東周辺 

③河原町十条北東（松ノ木児童公園南側須原通～河原町通間） 

④葛野大路久世橋北東（祥鳥橋通上で吉祥院砂ノ町～葛野大路通間） 

⑤京都市下水道局久世ポンプ場東周辺 
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区 持去りがよく発生する地域等 

右京 
①嵐山小学校北側周辺で持去りが発生している。 

②丸太町通の常盤児童公園前に空き缶が積まれている。 

西京 桂坂学区全般で持去りが発生している。 

伏見 

以下①～③で持去りが発生している。 

①国道大手筋西側（下鳥羽円面田町周辺） 

②伏見区役所南西（竹田街道北行・南行（津知橋～大手筋間）） 

③伏見桃山上運動公園東（深草大亀谷安信町周辺） 

※以上のように，大通りから一本裏通りに入った所が多い。 
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資料－３ 大型ごみの状況 

 

 

大型ごみ収集を申し込まれたが，持去り等により収集できなかったものは， 

1 日平均の収集件数（個数）約 650 件（個）のうち，約 20 件（個）（約 3%）

となっている。 

 

○ 大型ごみ収集を申し込まれたが収集できなかった件数等 

 
収集（受付） 

件数 

うち収集できなかっ

た件数 
稼働日数 

1 日平均 

収集（受付）件数 

1 日平均 

収集できなかった件数 

4 月 14,054 件 623 件（4％） 22 日 639 件 28 件 

5 月 13,636 件 436 件（3％） 21 日 649 件 21 件 

6 月 15,106 件 371 件（2％） 22 日 687 件 17 件 

計 42,796 件 1,430 件（3％） 65 日 658 件 22 件 

 

○ 主な品目等 

 ・ 扇風機，掃除機，ファンヒーターなどの電化製品 

・ まだ使えそうな家具類 


